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検
察
審
査
員
に
選
ば
れ

た
ら
御
協
力
を
！

　

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
で
被
害

に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の

事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な

い
。こ
の
よ
う
な
人
の
た
め
に
、検

察
官
が
し
た
処
分
が
正
し
か
っ
た

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
機
関
と
し

て
「
検
察
審
査
会
」
が
あ
り
ま
す
。

同
審
査
会
で
は
11
人
の
審
査
員
が

こ
の
審
査
を
し
ま
す
。審
査
員
は
、

選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の

中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
検
察
審
査

員
に
選
ば
れ
た
と
き
に
は
、
国
民

の
代
表
と
し
て
こ
の
仕
事
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

八
代
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎
０
９
６
５ｰ

３
２ｰ

２
１
７
７

　

町
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
７
８ｰ

３
１
１
１
（
２
１
３
）

認
知
症
の
方
を
介
護
し

て
い
る
家
族
の
懇
談
会

　

本
町
で
認
知
症
の
方
を
介
護
し

て
い
る
家
族
の
懇
談
会
を
開
催
し

ま
す
。
な
お
、
本
懇
談
会
は
、
今

後
毎
月
実
施
し
ま
す
。

●
日
時

　

１
月
10
日
（
木
）

　

午
後
１
時
半
〜
３
時
（
予
定
）

●
場
所

　

改
善
セ
ン
タ
ー
和
室

●
問
い
合
わ
せ
先

　

町
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
８ｰ

４
０
７
０

　

役
場
住
民
課
福
祉
班

　

☎
７
８ｰ

３
１
１
１
（
１
１
６
）

地
域
療
育
講
演
会
「
未
来
の

可
能
性
に
向
か
っ
て
」
開
催

●
日
時

　

２
月
10
日
（
日
）

　

午
後
１
時
半
〜
４
時

●
内
容

・
講
演
『「
ア
キ
ラ
メ
ナ
イ
」
で

輝
き
つ
づ
け
よ
う
』（
高
野
善
郎

氏
）

　

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
の
診
断

を
持
つ
高
野
さ
ん
か
ら
、
当
事
者

と
し
て
の
経
験
談
や
夢
な
ど
に
つ

い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
情
報
交
換
会
（
希
望
者
の
み
）

●
参
加
料　

無
料

●
そ
の
他

　

保
育
実
施
（
有
料
１
０
０
円
）

　

※
要
予
約
（
１
月
末
ま
で
）

●
場
所

　

水
俣
市
も
や
い
館

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
芦
北
地
域
振
興
局
福
祉
課

　

☎
８
２ｰ

２
１
２
８

　

役
場
住
民
課
福
祉
班

　

☎
７
８ｰ

３
１
１
１
（
１
１
６
）

水
俣
・
芦
北
地
域
食
育

フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

　

食
育
に
関
す
る
取
組
発
表
、
合

唱
や
劇
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
日
時

　

１
月
26
日
（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
２
時
半

●
場
所

　

水
俣
市
も
や
い
館

●
問
い
合
わ
せ
先

　

県
芦
北
地
域
振
興
局
農
業
振
興
課

　

☎
８
２ｰ

２
０
７
１

年
金
受
給
者
申
告
書
作

成
相
談
会
の
お
知
ら
せ

●
日
時
等

●
場
所

　

水
俣
市
も
や
い
館

　

も
や
い
ホ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ
先

　

八
代
税
務
署
個
人
課
税
第
１
部
門

　

☎
０
９
６
５ｰ

３
２ｰ

３
１
４
１

２月６日（水）
午前10時～午後４時 開

催
日
時

２月７日（木）
午前９時～午後４時
２月８日（金）
午前９時～午後３時
年金の源泉徴収票、国民健
康保険税等の払込金額のわ
かるもの、生命保険料等の
控除証明書等。その他預金
口座番号のわかるものや印
鑑などが必要です。

持
参
書
類

１月社会保険出張相談
10日（木）水俣市もやい館

24日（木） 芦北町役場

八代社会保険事務所　☎0965-35-6115 
役場住民課住民班　　☎78-3111（115）

問い合わせ先

２０歳になったら国民年金加入届出を

　自営業、アルバイト、農林漁業、無職、学生等の方で、
20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりま
せん。社会保険事務所から「国民年金加入手続きについて」
の通知が届きましたら、役場窓口で手続きを行ってください。
加入手続きが遅れますと、国民年金保険料の納付書の送付も
遅れ、納期限までお手元に届かずに「納め忘れ」が発生します。
20歳の誕生日月には、お早めに加入手続きをお願いします。
なお、所得が低く、国民年金保険料の納付が困難な場合は
保険料免除制度（全額免除・４分の３免除・半額免除・４分
の１免除）・若年者納付猶予制度・学生である場合は学生納
付特例制度がありますので窓口にてご相談ください。

日本の伝統芸能話芸“落語”の世界

◆日　時　１月14日（月）
　午後１時半開場　午後２時開演
◆会　場　つなぎ文化センター
◆入場料　2,000円（全席自由）
◆出演
　桂三風（落語家）
　月亭遊方、シンクタンク
◆チケット販売
　町教育委員会
　四季彩、グリーンゲイト
◆問い合わせ先
　つなぎ文化センター☎78-3096

新春初笑い

ゆかいな
仲間たち桂三風と


